
景
観
法
案
、
景
観
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
案
及
び
都
市
緑
地
保
全
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

衆
議
院
国
土
交
通
委
員
会

平
成
十
六
年
五
月
十
四
日

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
諸
点
に
留
意
し
、
そ
の
運
用
に
つ
い
て
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
国
は
、
良
好
な
景
観
の
形
成
及
び
緑
地
の
保
全
・
緑
化
の
推
進
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
、
そ
の
推
進
体
制
の
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
国
民
、
企
業

等
の
多
様
な
主
体
の
参
加
を
図
る
た
め
、
景
観
法
の
基
本
理
念
の
啓
発
普
及
、
景
観
・
緑
に
関
す
る
教
育
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。

二
、
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
景
観
・
緑
に
関
す
る
施
策
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
そ
の
推
進
体
制
の
確
立
に
努
め
、
景
観
法
の
政
省
令
の
制
定
に
当

た
っ
て
地
方
公
共
団
体
の
自
主
的
な
取
組
を
阻
害
し
な
い
よ
う
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
先
進
的
な
取
組
事
例
に
関
す
る
情
報
提
供
、
専
門
家
の
育
成
等

ソ
フ
ト
面
で
の
支
援
及
び
交
付
金
・
補
助
金
、
税
制
等
財
政
上
の
支
援
の
充
実
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
景
観
計
画
の
策
定
、
緑
地
の
保
全
及
び
緑
化
の
推
進
の
た
め
の
基
本
計
画
の
策
定
、
景
観
地
区
や
緑
地
保
全
地
域
等
の
都
市
計
画
の
決
定
、
建
築
物

の
計
画
の
認
定
等
に
当
た
っ
て
は
、
住
民
へ
の
情
報
提
供
や
住
民
意
見
の
適
切
な
反
映
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
ま
ち
づ
く
り
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
専
門
家
が
適

切
に
活
用
さ
れ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
景
観
計
画
等
に
定
め
ら
れ
た
建
築
物
等
に
関
す
る
形
態
意
匠
の
制
限
に
つ
い
て
は
、
住
民
に
対
し
そ

の
内
容
が
十
分
に
周
知
さ
れ
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

四
、
我
が
国
の
都
市
を
美
し
さ
と
風
格
を
備
え
た
世
界
に
誇
れ
る
都
市
へ
と
再
生
さ
せ
る
た
め
、
都
市
再
生
に
係
る
諸
制
度
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
良

好
な
景
観
の
形
成
、
緑
地
の
保
全
及
び
緑
化
の
推
進
に
関
し
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
。
特
に
、
京
都
な
ど
の
世
界
に
誇
る
歴
史
的
な
価
値
を
有
し
た
美

し
い
都
市
の
景
観
の
回
復
・
保
全
を
図
る
た
め
特
段
の
配
慮
を
行
う
こ
と
。

五
、
地
域
の
個
性
、
特
色
の
伸
長
に
資
す
る
多
様
な
景
観
の
形
成
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
地
域
固
有
の
景
観
を
再
生
す
る
事
業
の
推
進
を

、

、

。

図
る
と
と
も
に

景
観
の
形
成
に
当
た
り

各
地
に
残
さ
れ
た
自
然
環
境
の
保
全
や
地
域
在
来
の
植
物
等
の
活
用
に
よ
る
緑
化
の
推
進
に
努
め
る
こ
と



六

「
美
し
い
国
づ
く
り
政
策
大
綱
」
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
事
業
に
お
け
る
景
観
形
成
の
原
則
化
」
等
を
具
体
化
す
る
た
め
、
公
共
事
業
の
実
施
に
当
た

、
っ
て
は
、
良
好
な
景
観
の
形
成
、
緑
地
の
保
全
及
び
緑
化
の
推
進
に
努
め
る
と
と
も
に
、
景
観
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
確
立
、
景
観
形
成
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
の
作
成
等
を
早
期
に
行
う
こ
と
。
ま
た
、
電
気
事
業
者
、
電
気
通
信
事
業
者
、
鉄
道
事
業
者
等
の
公
益
事
業
者
に
対
し
て
も
景
観
法
の
趣
旨

を
周
知
し
、
景
観
・
緑
に
関
す
る
施
策
へ
の
協
力
を
要
請
す
る
こ
と
。

七
、
屋
外
広
告
物
は
景
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
屋
外
広
告
物
条
例
違
反
に
対
し
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
地
方
公
共
団

体
を
支
援
す
る
こ
と
。
ま
た
、
自
家
用
広
告
物
に
つ
い
て
景
観
に
配
慮
し
た
も
の
と
な
る
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

八
、
都
市
環
境
の
改
善
を
図
る
た
め
、
利
用
者
の
ア
ク
セ
ス
、
安
全
性
・
快
適
性
の
確
保
、
生
態
系
の
回
復
な
ど
に
も
留
意
し
つ
つ
、
遊
休
地
の
借
地
公

園
と
し
て
の
整
備
や
立
体
都
市
公
園
の
整
備
を
積
極
的
に
推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
、
民
間
事
業
者
等
に
よ
り
公
園
施
設
の
設
置
又
は
管
理
が

行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
円
滑
な
運
用
を
期
す
る
こ
と
。

、

、

、

、

、

九

日
本
全
体
で
美
し
い
景
観
を
守
り

造
り
得
る
よ
う

景
観
に
関
す
る
諸
外
国
の
制
度
も
踏
ま
え
つ
つ

都
市
計
画
法
及
び
関
係
法
令
等
の
あ
り
方

良
好
な
景
観
の
形
成
を
著
し
く
阻
害
す
る
既
存
の
建
築
物
等
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討
を
行
う
こ
と
。


